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議 案
番 号

件                                  名
議  決
内  容

45
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

46 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

47 鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例の制定について

48 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

49 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

50 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

51 令和７年度鹿追町一般会計補正予算（第５号）について

52 令和７年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

53
令和７年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）につ
いて

54 令和７年度鹿追町簡易水道事業会計補正予算（第２号）について

55 令和７年度鹿追町下水道事業会計補正予算（第１号）について

56 令和７年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

57
令和７年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
て

同意5 鹿追町公平委員会委員の選任について

同意6 鹿追町教育委員会委員の任命について

認定1 令和６年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について

認定2 令和６年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定3 令和６年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定4 令和６年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

            　　　議   案   目   次
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認定5
令和６年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定につい
て

認定6 令和６年度鹿追町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定について

認定7 令和６年度鹿追町下水道事業会計歳入歳出決算認定について
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議案第 ４５ 号 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

令和７年９月９日提出 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

 

第１２条第１項第３号中「地方公営企業労働関係法（昭和２７年法律第２８

９号）」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８

９号）」に、「公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）」

を「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９

９号）」に、「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関

する法律」に改める。 

第１５条の４を第１５条の５とする。 

第１５条の３の見出し中「職員」を「職員等」に改め、同条第１項中「申告、

請求又は申出（次条において「請求等」という。）」を「請求等」に改め、同

条を第１５条の４とする。 

第１５条の２の次に次の１条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１５条の３ 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月

３０日条例第１号）第２３条第１項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定

による申出をした職員（以下この項において「申出職員」という。）に対して、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）

に係る申出職員の意向を確認するための措置 
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(3) 職員の育児休業等に関する条例第２３条第１項の規定による申出に係

る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の

出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活と

の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認する

ための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対

象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員

の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家

庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を

確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した

事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前におい

ても、この条例による改正後の職員の勤務間、休暇等に関する条例第１５条

の３第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。

この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定によ

り講じられたものとみなす。 
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議案第 ４６ 号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年９月９日提出 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１条中「及び第２項」を「から第３項まで及び第５項」に改める。 

第２条の５を削る。 

第８条中「地方公務員法」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）」

に、「百」を「１００」に改める。 

第１４条の２の表中「 

第１３条第４項 要しない 要しない。ただし、職員の育児休業等に関する

条例第１４条の１において読み替えられた同項

ただし書に規定する７時間４５分に達するまで

の間の勤務に係る時間である場合にあつては、

第１７条に規定する勤務時間１時間当たりの給

与額に１００分の１５０（その時間が午後１０

時から翌日の午前５時までの間にある場合は、

１００分の１７５）から１００分の１００（そ

の時間が午後１０時から翌日の午前５時までの

間である場合は、１００分の１２５）を減じた

割合を乗じて得た額とする 

」を「 

第１３条第４項 要しない 要しない。ただし、職員の育児休業等に関する

条例第１４条の２において読み替えられた同項

ただし書に規定する７時間４５分に達するまで

の間の勤務に係る時間である場合にあつては、

第１７条に規定する勤務時間１時間当たりの給
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与額に１００分の１５０（その時間が午後１０

時から翌日の午前５時までの間にある場合は、

１００分の１７５）から１００分の１００（そ

の時間が午後１０時から翌日の午前５時までの

間である場合は、１００分の１２５）を減じた

割合を乗じて得た額とする 

」に、「第１９条第３項」を「第１９条第４項」に、「 

第２０条第３項 給料月額 給料の月額を算出率で除して得た額 

」を「 

第２０条第４項 給料の月額 給料の月額を算出率で除して得た額 

」に改める。 

第１４条の２を第１４条の３とする。 

第１９条第２号中「及び勤務地ごとの勤務時間」を削り、「除く。」の次に

「次条において同じ。」を加え、同号イを次のように改める。 

ア及びイ 削除 

第２０条の見出しを「（第１号部分休業の承認）」に改め、同条第１項を次

のように改める。 

育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に

規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、３０分単

位として行うものとする。 

第２０条第２項中「（昭和２２年法律第４９号）」を削り、「部分休業」を

「第１号部分休業」に改め、同条第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」

に改める。 

第２０条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第２０条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同

条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、

１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっ

ては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することが

できる。 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合

であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤

務時間の時間数 

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当

該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 
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第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年

４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として

条例で定める時間） 

第２０条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を

基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める時間とする。 

(1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０

を乗じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶

者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条

第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたこと

により同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしな

ければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障

が生じると任命権者が認める事情とする。 

第２１条第１項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する部

分休業」に改める。 

第２２条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２

項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９

条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３

月３１日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例

による改正後の職員の育児休業等に関する条例第２０条の４の規定の適用につ

いては、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」と、

同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 
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議案第 ４７ 号 

 

     鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町ふるさと寄付金基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年９月９日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町ふるさと寄付金基金条例の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「事業及び」の次に「地方創生応援税制（以下「企業版ふるさと納税」という。）

を活用して」を加え、「として認定された地域再生計画「鹿追町まち・ひと・しごと創生

推進計画」の事業」を削る。 

 

第２条第２号中「第１３条の２」を「第１３条の３」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ４８ 号 

 

   北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海

道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。 

 

令和７年９月９日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

  

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号

指令許可）の一部を次のように変更する。 

 

別表（２）一部事務組合及び広域連合の表檜山管内の項中「、江差町・上ノ

国町学校給食組合」を削る。 

 

 

  附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定

による総務大臣の許可の日から施行する。 
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議案第 ４９ 号 

 

   北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海

道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 

 

令和７年９月９日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

  

北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指

令）の一部を次のように変更する。 

 

別表第１檜山振興局（１１）の項中「（１１）」を「（１０）」に改め、

「、江差町・上ノ国町学校給食組合」を削る。 

別表第２の９の項中「、江差町・上ノ国町学校給食組合」を削る。 

 

 

  附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定

による北海道知事の許可の日から施行する。 
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議案第 ５０ 号 

 

   北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海

道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更する。 

 

令和７年９月９日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

  

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２

２号指令許可）の一部を次のように変更する。 

 

別表第１中「江差町・上ノ国町学校給食組合」を削る。 

 

 

  附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定

による総務大臣の許可の日から施行する。 
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補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
　

 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
 
和

 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

　
提

　
出

鹿
 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

7
年

度
鹿

追
町

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

５
号

）

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
５

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

１
４

９
，

５
７

７

８
，

３
２

０
，

５
４

６

12



歳
　
入
　
合
　
計

11
.地
方
交
付
税

3,
11
9,
13
5

29
,9
01

3,
14
9,
03
6

 1
.地
方
交
付
税

3,
11
9,
13
5

29
,9
01

3,
14
9,
03
6

15
.国
庫
支
出
金

90
6,
60
0

80
,0
56

98
6,
65
6

 1
.国
庫
負
担
金

22
9,
93
0

17
,4
44

24
7,
37
4

 2
.国
庫
補
助
金

66
8,
67
0

62
,6
12

73
1,
28
2

16
.道
支
出
金

31
7,
03
3

6,
54
0

32
3,
57
3

 1
.道
負
担
金

10
2,
37
8

13
4

10
2,
51
2

 2
.道
補
助
金

19
5,
00
9

4,
68
4

19
9,
69
3

 3
.委
託
金

19
,6
46

1,
72
2

21
,3
68

18
.寄
附
金

15
0,
00
4

39
8

15
0,
40
2

 1
.寄
附
金

15
0,
00
4

39
8

15
0,
40
2

21
.諸
収
入

40
1,
50
4

2,
58
2

40
4,
08
6

 5
.雑
入

31
3,
78
0

2,
58
2

31
6,
36
2

22
.町
債

42
8,
70
0

30
,1
00

45
8,
80
0

 1
.町
債

42
8,
70
0

30
,1
00

45
8,
80
0

8,
17
0,
96
9

14
9,
57
7

8,
32
0,
54
6

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

13

01-05share3
長方形



歳
　
出
　
合
　
計

 2
.総
務
費

2,
48
2,
54
5

20
,5
09

2,
50
3,
05
4

 1
.総
務
管
理
費

2,
44
9,
53
8

18
,7
87

2,
46
8,
32
5

 5
.統
計
調
査
費

3,
53
2

1,
72
2

5,
25
4

 3
.民
生
費

78
4,
16
3

9,
26
8

79
3,
43
1

 1
.社
会
福
祉
費

59
1,
90
1

7,
40
6

59
9,
30
7

 2
.児
童
福
祉
費

19
2,
06
2

1,
86
2

19
3,
92
4

 4
.衛
生
費

48
3,
62
8

55
0

48
4,
17
8

 2
.清
掃
費

10
3,
26
3

55
0

10
3,
81
3

 5
.農
林
費

1,
31
4,
36
9

3,
55
2

1,
31
7,
92
1

 1
.農
業
費

1,
27
7,
99
3

2,
81
2

1,
28
0,
80
5

 2
.林
業
費

36
,3
76

74
0

37
,1
16

 6
.商
工
費

23
9,
72
6

2,
10
0

24
1,
82
6

 1
.商
工
費

23
9,
72
6

2,
10
0

24
1,
82
6

 7
.土
木
費

51
1,
94
2

24
,5
73

53
6,
51
5

 1
.道
路
橋
り
ょ
う
費

40
9,
61
1

15
,7
27

42
5,
33
8

 3
.都
市
計
画
費

38
,8
73

8,
84
6

47
,7
19

 8
.消
防
費

22
2,
57
1

11
,5
29

23
4,
10
0

 1
.消
防
費

22
2,
57
1

11
,5
29

23
4,
10
0

 9
.教
育
費

78
9,
42
1

76
,0
96

86
5,
51
7

 1
.教
育
総
務
費

44
0,
59
2

74
,2
96

51
4,
88
8

 5
.保
健
体
育
費

54
,1
02

1,
80
0

55
,9
02

11
.諸
支
出
金

31
7,
21
4

1,
40
0

31
8,
61
4

 1
.基
金
費

31
7,
21
4

1,
40
0

31
8,
61
4

8,
17
0,
96
9

14
9,
57
7

8,
32
0,
54
6

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

14
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第
　
２
　
表

（
変
　
更
）

補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

起
債
の

方
　
法

6
0
,
7
0
0

償
還
の
方
法

限
度
額

起
　
債
　
の
　
目
　
的

補
正
後

利
　
率

償
還
の

方
　
法

3
0
,
6
0
0

補
正
前

一
般
補
助
施
設
整
備
事
業

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
　
　
率

普
通
貸
借

又
　
　
は

証
券
発
行

2
.
0
％
以
内
（
た
だ
し
金
利
見
直
し

方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
、

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
及

び
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
、
利
率

の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て

は
当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

政
府
資
金
、
地
方
公
共
団
体
金

融
機
構
資
金
及
び
金
融
機
関
等

の
融
資
条
件
に
よ
る
。
た
だ

し
、
町
財
政
の
都
合
に
よ
り
据

置
期
間
及
び
償
還
期
間
を
短
縮

し
、
も
し
く
は
繰
上
償
還
又
は

低
利
に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

千
円
以
内

地
　
　
方
　
　
債
　
　
補
　
　
正

千
円
以
内

補
正
前

に
同
じ

15



11
.地

方
交
付
税

15
.国

庫
支
出
金

16
.道

支
出
金

18
.寄

附
金

21
.諸

収
入

22
.町

債

歳
　
入

　
合
　
計

3,
11
9,
13
5

29
,9
01

3,
14
9,
03
6

90
6,
60
0

98
6,
65
6

31
7,
03
3

32
3,
57
3

15
0,
00
4

15
0,
40
2

40
1,
50
4

40
4,
08
6

42
8,
70
0

45
8,
80
0

8,
17
0,
96
9

8,
32
0,
54
6

80
,0
56

6,
54
0

39
8

2,
58
2

30
,1
00

14
9,
57
7

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前

16

01-05share3
長方形



20
,5
09

2,
48
2,
54
5

2,
50
3,
05
4

9,
64
6

29
6

10
,5
67

78
4,
16
3

79
3,
43
1

△
13
,9
44

48
3,
62
8

48
4,
17
8

55
0

1,
31
4,
36
9

1,
31
7,
92
1

1,
93
7

23
9,
72
6

24
1,
82
6

2,
10
0

51
1,
94
2

53
6,
51
5

13
,1
50

22
2,
57
1

23
4,
10
0

2,
04
3

78
9,
42
1

86
5,
51
7

12
,4
96

31
7,
21
4

31
8,
61
4

1,
00
2

8,
17
0,
96
9

8,
32
0,
54
6

29
,9
01

3,
30
0

9,
26
8

55
0

3,
55
2

2,
10
0

24
,5
73

48
6

11
,5
29

30
,1
00

△
1,
50
0

76
,0
96

39
8

1,
40
0

30
,1
00

2,
98
0

14
9,
57
7

19
,9
12

1,
61
5

11
,4
23

9,
00
0

35
,0
00

86
,5
96

 8
.消
防
費

 9
.教
育
費

11
.諸
支
出
金

歳
　
出
　
合
　
計

 2
.総
務
費

 3
.民
生
費

 4
.衛
生
費

 5
.農
林
費

 6
.商
工
費

 7
.土
木
費

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

17
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29
,9
01

17
,2
05 23
9

4,
85
5

46
6

1,
86
8

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

地
方
交
付
税

障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
等
負
担
金

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
費
負
担
金

総
務
管
理
費
補
助
金

障
害
者
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

社
会
福
祉
費
補
助
金

地
方
交
付
税

 1
.

29
,9
01

社
会
福
祉
費
負
担

金
 1
.

17
,2
05

児
童
福
祉
費
負
担

金
 2
.

23
9

総
務
管
理
費
補
助

金
 1
.

4,
85
5

社
会
福
祉
費
補
助

金
 1
.

2,
33
4

3,
11
9,
13
5

29
,9
01

3,
14
9
,0
36

3,
11
9,
13
5

29
,9
01

3,
14
9
,0
36

3,
11
9,
13
5

29
,9
01

3,
14
9
,0
36

90
6,
60
0

80
,0
56

98
6
,6
56

22
9,
93
0

17
,4
44

24
7
,3
74

22
9,
87
3

17
,4
44

24
7
,3
17

66
8,
67
0

62
,6
12

73
1
,2
82

33
9,
18
8

4,
85
5

34
4
,0
43

43
,5
75

2,
33
4

45
,9
09

地
方
交
付
税

目
 1
.

民
生
費
国
庫
負
担

金
目
 1
.

総
務
費
国
庫
補
助

金
目
 1
.

民
生
費
国
庫
補
助

金
目
 2
.

項
 1
.
地
方
交
付
税

項
 1
.
国
庫
負
担
金

項
 2
.
国
庫
補
助
金

地
方
交
付
税

款
11
.

国
庫
支
出
金

款
15
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

18
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1,
32
3

2,
50
0

7,
60
0

33
,5
00

1,
50
0

9,
00
0

介
護
保
険
事
業
費
補
助
金

西
瓜
幕
橋
橋
梁
補
修
事
業

緑
町
2丁
目
本
通
り
歩
道
改
良
事
業

ス
ポ
ー
ツ
ト
ラ
ク
タ
芝
刈
機
整
備
事
業

鹿
追
高
等
学
校
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
食
堂
棟
改
修
事
業

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
用
ラ
ン
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
整
備
事
業

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車
整
備
事
業

道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業
補
助
金

特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金

特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金

新
し
い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
交
付
金

特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金

本
目
新
設

特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金

道
路
橋
り
ょ
う
費

補
助
金

 1
.

3,
82
3

都
市
計
画
費
補
助

金
 3
.

7,
60
0

教
育
総
務
費
補
助

金
 1
.

33
,5
00

保
健
体
育
費
補
助

金
 6
.

1,
50
0

消
防
費
補
助
金

 1
.

9,
00
0

18
8,
73
8

11
,4
23

20
0
,1
61

80
,2
68

35
,0
00

11
5
,2
68

0
9,
00
0

9
,0
00

31
7,
03
3

6,
54
0

32
3
,5
73

土
木
費
国
庫
補
助

金
目
 4
.

教
育
費
国
庫
補
助

金
目
 5
.

消
防
費
国
庫
補
助

金
目
 7
.

道
支
出
金

款
16
.

19



15 11
9

56
9

2,
50
0

1,
59
2 23

1,
72
2

自
営
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
パ
ソ
コ
ン
更
新
事
業

住
ま
い
の
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
化
推
進
事
業
補
助
金

障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
等
負
担
金

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
費
負
担
金

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金

総
務
管
理
費
補
助
金

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策
交
付
金

ヒ
グ
マ
対
策
事
業
補
助
金

各
種
統
計
調
査
委
託
金

社
会
福
祉
費
負
担

金
 1
.

15

児
童
福
祉
費
負
担

金
 2
.

11
9

総
務
管
理
費
補
助

金
 1
.

3,
06
9

農
業
費
補
助
金

 1
.

1,
59
2

林
業
費
補
助
金

 2
.

23

統
計
調
査
費
委
託

金
 4
.

1,
72
2

10
2,
37
8

13
4

10
2
,5
12

10
2,
35
0

13
4

10
2
,4
84

19
5,
00
9

4,
68
4

19
9
,6
93

6,
25
7

3,
06
9

9
,3
26

14
7,
04
2

1,
61
5

14
8
,6
57

19
,6
46

1,
72
2

21
,3
68

18
,6
71

1,
72
2

20
,3
93

民
生
費
道
負
担
金

目
 1
.

総
務
費
道
補
助
金

目
 1
.

農
林
費
道
補
助
金

目
 4
.

総
務
費
委
託
金

目
 1
.

項
 1
.
道
負
担
金

項
 2
.
道
補
助
金

項
 3
.
委
託
金

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

20



29
9 99 29
6

2,
28
6

地
域
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
開
催
助
成
金

障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
等
返
還
金
(3
,3
00
)

消
防
団
員
安
全
装
備
品
整
備
等
助
成
金
(4
86
)

が
ん
ば
る
地
域
応
援
事
業
助
成
金
(△
1,
50
0)

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金

社
会
教
育
費
寄
附
金

北
海
道
市
町
村
振
興
協
会
交
付
金

そ
の
他
雑
入

一
般
寄
附
金

 1
.

29
9

社
会
教
育
費
寄
附

金
 1
.

99

雑
入

 1
.

2,
58
2

15
0,
00
4

39
8

15
0
,4
02

15
0,
00
4

39
8

15
0
,4
02

15
0,
00
1

29
9

15
0
,3
00

1
99

10
0

40
1,
50
4

2,
58
2

40
4
,0
86

31
3,
78
0

2,
58
2

31
6
,3
62

31
3,
78
0

2,
58
2

31
6
,3
62

42
8,
70
0

30
,1
00

45
8
,8
00

42
8,
70
0

30
,1
00

45
8
,8
00

一
般
寄
附
金

目
 1
.

教
育
費
寄
附
金

目
 4
.

雑
入

目
 1
.

項
 1
.
寄
附
金

項
 5
.
雑
入

項
 1
.
町
債

寄
附
金

款
18
.

諸
収
入

款
21
.

町
債

款
22
.

21



30
,1
00

鹿
追
高
等
学
校
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
食
堂
棟
改
修
事
業

教
育
総
務
債

教
育
総
務
債

 1
.

30
,1
00

11
8,
10
0

30
,1
00

14
8
,2
00

教
育
債

目
 7
.

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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庁
舎
用
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
購
入
費

旧
幼
稚
園
・
保
育
園
周
辺
樹
木

伐
採
処
理
等
業
務
委
託
料

庁
舎
用
椅
子
購
入
費

事
務
用
機
器
購
入
費

修
繕
料

そ
の
他
役
務
費

そ
の
他
委
託
料

家
具
・
什
器
購
入
費

講
師
等
謝
礼

修
繕
料

チ
ラ
シ
折
込
料

34
0

49
5

60
0

72
8

56
0

29
0

20
0 6

17
.
備
品
購
入
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

17
.
備
品
購
入
費

 7
.
報
償
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

34
0

49
5

60
0

72
8

56
0

29
0

20
0 6

9
,6
46

29
6

10
,5
67

7
,9
24

29
6

10
,5
67 34
0

2,
38
3

3
,0
69

29
6

3,
53
9

2,
48
2,
54
5

20
,5
09

2,
50
3,
05
4

2,
44
9,
53
8

18
,7
87

2,
46
8,
32
5

1,
80
9,
25
1

34
0
1,
80
9,
59
1

4,
86
9

2,
38
3

7,
25
2

59
,7
11

6,
90
4

66
,6
15

一
般
管
理
費

目
 1
.

財
産
管
理
費

目
 3
.

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

推
進
費

目
16
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

総
務
費

款
 2
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
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財
　
源
　
内
　
訳
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定
　
財
　
源

一
般
財
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区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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自
営
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
パ
ソ

コ
ン
購
入
費

通
信
用
機
器
購
入
費

住
ま
い
の
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
化
推
進

事
業
補
助
金

そ
の
他
報
償
費

消
耗
品
費

印
刷
製
本
費

郵
便
料
・
運
送
料

チ
ラ
シ
折
込
料

そ
の
他
委
託
料

統
計
調
査
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
給

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

郵
便
料
・
運
送
料

チ
ラ
シ
折
込
料

1,
40
8

5,
00
0

8,
52
0

10
0

16
5

27
6 6

9
3

63
1

76
0

38
5

1
9

1
7

1,
40
8

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 7
.
報
償
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

 1
.
報
酬

 2
.
給
料

 3
.
職
員
手
当
等

11
.
役
務
費

5,
00
0

8,
52
0

26
5

28
2 93 63
1

76
0

38
5 36

4
,8
55

4,
30
5

1
,7
22

1
,7
22

22
,1
64

9,
16
0

31
,3
24

3,
53
2

1,
72
2

5,
25
4

3,
53
2

1,
72
2

5,
25
4

物
価
高
騰
対
策

事
業
費

目
18
.

統
計
費

目
 1
.

統
計
調
査
費

項
 5
.
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認
知
症
施
策
推
進
計
画
策
定
業

務
委
託
料

複
写
機
借
上
料

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出
金

北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

返
還
金

消
耗
品
費

郵
便
料
・
運
送
料

そ
の
他
委
託
料

物
品
借
上
料

会
議
・
研
修
会
参
加
負
担
金

返
還
金

△
9
0

67
7

93
4

2,
47
5

16
7 5

1,
51
0

6
6

12
0

1,
45
2

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

27
.
繰
出
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

△
90 67
7

93
4

2,
47
5
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30
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1
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68

1,
45
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8
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1
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6
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7
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7
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22
9,
63
3

3,
40
9

23
3,
04
2

11
5,
34
6

3,
32
0

11
8,
66
6

社
会
福
祉
総
務

費
目
 1
.

心
身
障
が
い
者

特
別
対
策
費

目
 2
.

在
宅
福
祉
費

目
 6
.

社
会
福
祉
費

項
 1
.

民
生
費

款
 3
.
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：
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円
)
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訳
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区
　
分

金
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国
道
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出
金
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方
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他



修
繕
料

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

そ
の
他
役
務
費

そ
の
他
扶
助
費

返
還
金

消
耗
品
費

検
査
手
数
料

タ
イ
ヤ
組
替
・
脱
着
料

18
0

72
8

7
4

6
4

2
2

48
0

31
4

35
5

14
1

5
4

10
.
需
用
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

11
.
役
務
費

19
.
扶
助
費

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

18
0

72
8 74 64 22 48
0

31
4

35
5

19
5

35
8

1,
50
4

18
0
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8

1,
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4

55
0
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0
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0

1
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1,
93
7

19
2,
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2

1,
86
2
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3,
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4
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0,
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6
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0
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1,
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6

67
,8
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1,
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2

69
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48
3,
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8
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0
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3,
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3
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0
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3
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3,
26
3
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0
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3,
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1,
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4,
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9
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2
1,
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7,
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1

児
童
措
置
費

目
 2
.

こ
ど
も
園
費

目
 3
.

清
掃
総
務
費

目
 1
.

児
童
福
祉
費

項
 2
.

清
掃
費

項
 2
.

衛
生
費

款
 4
.

農
林
費

款
 5
.



普
通
旅
費

産
業
後
継
者
対
策
協
議
会
負
担
金

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策

事
業
補
助
金

職
員
諸
手
当

そ
の
他
保
険
料

そ
の
他
役
務
費

補
償
金

7
6

11
0

2,
11
5

51
1

3
0

70
0

1
0

 8
.
旅
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 3
.
職
員
手
当
等

11
.
役
務
費
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.
補
償
補
填
及
び

賠
償
金

76 11
0

2,
11
5

51
1

73
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1
,5
92

1,
22
0

18
6

1
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1
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0
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0
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0

1,
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3
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2
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5
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,4
83

28
1,
75
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1
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,1
16
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6
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1,
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9,
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6
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0
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1,
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6
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2,
38
6

2,
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0
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4,
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6

農
業
委
員
会
費

目
 1
.

農
業
振
興
費

目
 2
.

農
業
用
水
事
業

費
目
 7
.

林
業
振
興
費

目
 1
.

観
光
費

目
 2
.

農
業
費

項
 1
.

林
業
費

項
 2
.

商
工
費

項
 1
.

商
工
費
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 6
.
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円
)
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項
  
目
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の
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正
額
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計
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正
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訳
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財
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国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他



西
瓜
幕
橋
橋
梁
補
修
設
計
業
務

委
託
料

瓜
幕
東
仲
通
り
外
改
良
舗
装
工

事
調
査
設
計
業
務
委
託
料

緑
町
2丁
目
本
通
り
歩
道
整
備

工
事
調
査
設
計
業
務
委
託
料

鹿
美
橋
橋
梁
補
修
工
事

鹿
追
北
3線
交
通
安
全
標
識
設

置
工
事

観
光
協
会
活
動
補
助
金

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

修
繕
料

調
査
・
設
計
・
監
理
委
託
料

補
助
事
業

単
独
事
業

2,
10
0

1,
22
7

7,
33
8

1
1,
86
5

△
5,
68
2

97
9

2,
10
0

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 1
.
報
酬

10
.
需
用
費
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.
委
託
料
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.
工
事
請
負
費

△

1,
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7

7,
33
8

11
,8
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70
3
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,4
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13
,1
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11
,9
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56
5

3
,8
23
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6
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8
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費
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路
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り
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.
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計
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土
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千
の
公
園
樹
木
伐
採
処
理
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務

委
託
料
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ポ
ー
ツ
ト
ラ
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タ
芝
刈
機
購

入
費
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動
力
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プ
積
載
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購
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防
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員
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電
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ラ
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シ
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購
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費
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委
託
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通
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明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他



５
２

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
追

 
加

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

令
 
和

 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

７
０

９
，

１
０

５

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　

令
和

７
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）

１
，

０
１

８



歳
　
入
　
合
　
計

 2
.国
庫
支
出
金

1
34
1

34
2

 1
.国
庫
補
助
金

1
34
1

34
2

 5
.繰
入
金

71
,8
01

67
7

72
,4
78

 1
.他
会
計
繰
入
金

71
,8
00

67
7

72
,4
77

70
8,
08
7

1,
01
8

70
9,
10
5

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

01-05share3
長方形



歳
　
出
　
合
　
計

 1
.総
務
費

16
,7
93

34
1

17
,1
34

 1
.総
務
管
理
費

16
,4
77

34
1

16
,8
18

 9
.諸
支
出
金

6,
52
5

77
6,
60
2

 1
.償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

27
5

77
35
2

10
.予
備
費

1,
00
0

60
0

1,
60
0

 1
.予
備
費

1,
00
0

60
0

1,
60
0

70
8,
08
7

1,
01
8

70
9,
10
5

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

01-05share3
長方形



 2
.国
庫
支
出
金

 5
.繰
入
金

歳
　
入
　
合
　
計

1
34
1

34
2

71
,8
01

72
,4
78

70
8,
08
7

70
9,
10
5

67
7

1,
01
8

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前

01-05share3
長方形



34
1

16
,7
93

17
,1
34

34
1

6,
52
5

6,
60
2

1,
00
0

1,
60
0

70
8,
08
7

70
9,
10
5

77
77

60
0

60
0

67
7

1,
01
8

34
1

 1
.総
務
費

 9
.諸
支
出
金

10
.予
備
費

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

01-05share3
長方形



34
1

67
7

本
目
新
設

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
費
補
助
金

そ
の
他
一
般
会
計
繰
入
金

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
費
補
助
金

 1
.

34
1

そ
の
他
一
般
会
計

繰
入
金

 6
.

67
7

1
34
1

34
2

1
34
1

34
2

0
34
1

34
1

71
,8
01

67
7

72
,4
78

71
,8
00

67
7

72
,4
77

71
,8
00

67
7

72
,4
77

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
費
補
助
金

目
 2
.

一
般
会
計
繰
入
金

目
 1
.

項
 1
.
国
庫
補
助
金

項
 1
.
他
会
計
繰
入
金

国
庫
支
出
金

款
 2
.

繰
入
金

款
 5
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

01-05share3
長方形



北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

還
付
金

返
還
金

予
備
費

34
1

6
0

1
7

60
0

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

28
.
予
備
費

34
1 60 17 60
0

34
1

34
1

34
1

77 77 60 17 60
0

60
0

60
0

16
,7
93

34
1

17
,1
34

16
,4
77

34
1

16
,8
18

10
,2
18

34
1

10
,5
59

6,
52
5

77
6,
60
2

27
5

77
35
2

27
0

60
33
0

1
17

18

1,
00
0

60
0

1,
60
0

1,
00
0

60
0

1,
60
0

1,
00
0

60
0

1,
60
0

一
般
管
理
費

目
 1
.

一
般
被
保
険
者

保
険
税
還
付
金

目
 1
.

そ
の
他
償
還
金

目
 6
.

予
備
費

目
 1
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

償
還
金
及
び
還

付
加
算
金

項
 1
.

予
備
費

項
 1
.

総
務
費

款
 1
.

諸
支
出
金

款
 9
.

予
備
費

款
10
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

01-05share3
長方形



号

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

令
和

７
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

予
算

（
以

下
「

予
算

」
と

い
う

。
）

第
２

条
中

（
５

）
建

設
改

良
事

業
 

 
１

有
形

固
定

資
産

購
入

費
「

４
２

，
７

５
１

千
円

」
を

「
４

３
，

８
９

６
千

円
」

に
改

め
、

２
施

設
整

備
費

「
８

１
４

千
円

」
を

加
え

る
。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

議
案

第
５

３

令
和

７
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）

第
１

条

第
２

条

第
３

条
予

算
第

４
条

中
本

文
括

弧
書

中
資

本
的

収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に
対

し
不

足
す

る
額

「
２

４
，

４
３

６
千

円
」

を
「

２
６

，
３

９
５

千
円

」

　
　

　
に

改
め

、
資

本
的

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

支
出

第
１

款
資

本
的

支
出

５
４

，
３

５
７

千
円

１
，

９
５

９
千

円
５

６
，

３
１

６
千

円

第
１

項
建

設
改

良
費

４
２

，
７

５
１

千
円

１
，

９
５

９
千

円
４

４
，

７
１

０
千

円

　
　

　
令

和
 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

 
 
提

 
出



 
 
 
 
令

和
７

年
度

鹿
追

町
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
説

明
書

予
定

額

1
資

本
的

支
出

5
4
,
3
5
7

 
1
,
9
5
9

5
6
,
3
1
6

1
建

設
改

良
費

4
2
,
7
5
1

 
1
,
9
5
9

4
4
,
7
1
0

8
1
4

1
有

形
固

定
資

産
購

入
費

4
2
,
7
5
1

 
1
,
1
4
5

4
3
,
8
9
6

2
施

設
整

備
費

0
 

8
1
4

支
　

　
出

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

資
本

的
収

入
及

び
支

出

看
護

師
宿

舎
エ

ア
コ

ン
電

源
工

事
8
1
4
千

円
追

加

器
械

備
品

購
入

費
（

視
力

検
査

器
購

入
費

外
）

1
,
1
4
5
千

円
追

加



号

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
簡

易
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

予
算

第
３

条
に

定
め

た
収

益
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

第
２

条

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

議
案

第
５

４

令
和

７
年

度
鹿

追
町

簡
易

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）

第
１

条

支
出

第
１

款
簡

易
水

道
事

業
費

用
１

５
５

，
７

２
０

千
円

１
５

，
０

４
５

千
円

１
７

０
，

７
６

５
千

円

第
１

項
営

業
費

用
１

４
３

，
９

５
３

千
円

１
２

，
０

５
６

千
円

１
５

６
，

０
０

９
千

円

第
２

項
営

業
外

費
用

７
，

４
４

４
千

円
２

，
９

８
９

千
円

１
０

，
４

３
３

千
円

　
　

　
令

和
 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

 
 
提

 
出



 
 
 
 
令

和
７

年
度

鹿
追

町
簡

易
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
説

明
書

予
定

額

1
簡

易
水

道
事

業
費

用
1
5
5
,
7
2
0

 
1
5
,
0
4
5

1
7
0
,
7
6
5

1
営

業
費

用
1
4
3
,
9
5
3

 
1
2
,
0
5
6

1
5
6
,
0
0
9

1
原

水
及

び
浄

水
費

2
6
,
2
8
8

 
8
,
7
9
6

3
5
,
0
8
4

委
託

料
3
9
6

千
円

追
加

修
繕

費
8
,
4
0
0

千
円

追
加

計
8
,
7
9
6

千
円

追
加

2
配

水
及

び
給

水
費

1
0
,
1
2
4

 
3
,
2
6
0

1
3
,
3
8
4

備
消

品
費

3
8

千
円

追
加

通
信

運
搬

費
3
2

千
円

追
加

修
繕

費
3
,
1
9
0

千
円

追
加

計
3
,
2
6
0

千
円

追
加

2
営

業
外

費
用

7
,
4
4
4

 
2
,
9
8
9

1
0
,
4
3
3

2
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
1
,
4
0
3

 
2
,
9
8
9

4
,
3
9
2

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

2
,
9
8
9

千
円

追
加

収
益

的
収

入
及

び
支

出

支
　

　
出

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明



号

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
下

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

予
算

第
３

条
に

定
め

た
収

益
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

議
案

第
５

５

令
和

7
年

度
鹿

追
町

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

第
１

条

第
２

条

　
　

　
「

１
１

０
，

９
２

１
千

円
」

に
、

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
「

７
７

，
８

８
５

千
円

」
を

「
８

０
，

７
５

６
千

円
」

に
改

め
、

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

第
１

款
下

水
道

事
業

費
用

２
１

４
，

０
２

４
千

円
３

，
９

６
７

千
円

２
１

７
，

９
９

１
千

円

第
１

項
営

業
費

用
２

０
３

，
２

１
９

千
円

３
，

９
６

７
千

円
２

０
７

，
１

８
６

千
円

第
３

条
予

算
第

４
条

中
本

文
括

弧
書

中
資

本
的

収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に
対

し
不

足
す

る
額

「
１

０
８

，
０

５
０

千
円

」
を

　
　

　
資

本
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

支
出

第
１

款
資

本
的

支
出

２
９

１
，

３
０

５
千

円
２

，
８

７
１

千
円

２
９

４
，

１
７

６
千

円

第
１

項
建

設
改

良
費

１
９

１
，

１
６

７
千

円
２

，
８

７
１

千
円

１
９

４
，

０
３

８
千

円

　
　

　
令

和
 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

 
 
提

 
出



 
 
 
 
令

和
７

年
度

鹿
追

町
下

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

説
明

書

予
定

額

1
下

水
道

事
業

費
用

2
1
4
,
0
2
4

 
3
,
9
6
7

2
1
7
,
9
9
1

1
営

業
費

用
2
0
3
,
2
1
9

 
3
,
9
6
7

2
0
7
,
1
8
6

2
処

理
場

費
4
0
,
9
4
8

 
3
,
9
6
7

4
4
,
9
1
5

修
繕

費
3
,
9
6
7

千
円

追
加

予
定

額

1
資

本
的

支
出

2
9
1
,
3
0
5

 
2
,
8
7
1

2
9
4
,
1
7
6

1
建

設
改

良
費

1
9
1
,
1
6
7

 
2
,
8
7
1

1
9
4
,
0
3
8

1
建

設
改

良
費

1
9
1
,
1
6
7

 
2
,
8
7
1

1
9
4
,
0
3
8

個
別

排
水

処
理

施
設

設
置

工
事

2
,
8
7
1

千
円

追
加

支
　

　
出

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

資
本

的
収

入
及

び
支

出

支
　

　
出

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

収
益

的
収

入
及

び
支

出



議
 
案

 
第

５
６

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
４

，
３

５
４

 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
 
 
令

 
和

 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
７

５
，

９
１

４

令
和

７
年

度
鹿

追
町

介
護

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）



歳
　
入
　
合
　
計

 7
.繰
越
金

1
4,
35
4

4,
35
5

 1
.繰
越
金

1
4,
35
4

4,
35
5

57
1,
56
0

4,
35
4

57
5,
91
4

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

01-05share3
長方形



歳
　
出
　
合
　
計

 6
.諸
支
出
金

4,
08
9

4,
35
4

8,
44
3

 1
.償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

52
4,
35
4

4,
40
6

57
1,
56
0

4,
35
4

57
5,
91
4

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

01-05share3
長方形



 7
.繰
越
金

歳
　
入
　
合
　
計

1
4,
35
4

4,
35
5

57
1,
56
0

57
5,
91
4

4,
35
4

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前

01-05share3
長方形



4,
35
4

4,
08
9

8,
44
3

4,
35
4

57
1,
56
0

57
5,
91
4

4,
35
4

4,
35
4

 6
.諸
支
出
金

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

01-05share3
長方形



4,
35
4

前
年
度
繰
越
金

前
年
度
繰
越
金

 1
.

4,
35
4

1
4,
35
4

4
,3
55

1
4,
35
4

4
,3
55

1
4,
35
4

4
,3
55

繰
越
金

目
 1
.

項
 1
.
繰
越
金

繰
越
金

款
 7
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

01-05share3
長方形



返
還
金

4,
35
4

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

4,
35
4

4,
35
4

4,
35
4

4,
35
4

4,
08
9

4,
35
4

8,
44
3

52
4,
35
4

4,
40
6

1
4,
35
4

4,
35
5

償
還
金

目
 2
.

償
還
金
及
び
還

付
加
算
金

項
 1
.

諸
支
出
金

款
 6
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

01-05share3
長方形



議
 
案

 
第

５
７

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
３

３
０

千
 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
令

 
和

 
７

 
年

 
９

 
月

 
９

 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

７
年

度
鹿

追
町

の
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

１
１

０
，

１
７

１

令
和

７
年

度
鹿

追
町

後
期

高
齢

者
医

療
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）



歳
　
入
　
合
　
計

 5
.国
庫
支
出
金

0
33
0

33
0

 1
.国
庫
補
助
金

0
33
0

33
0

10
9,
84
1

33
0

11
0,
17
1

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

01-05share3
長方形



歳
　
出
　
合
　
計

 1
.総
務
費

54
7

33
0

87
7

 1
.総
務
管
理
費

22
5

33
0

55
5

10
9,
84
1

33
0

11
0,
17
1

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

01-05share3
長方形



 5
.国
庫
支
出
金

歳
　
入
　
合
　
計

0
33
0

33
0

10
9,
84
1

11
0,
17
1

33
0

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前

01-05share3
長方形



33
0

54
7

87
7

33
0

10
9,
84
1

11
0,
17
1

33
0

33
0

 1
.総
務
費

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

01-05share3
長方形



33
0

本
款
新
設

本
項
新
設

本
目
新
設

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
費
補
助
金

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
費
補
助
金

 1
.

33
0

0
33
0

33
0

0
33
0

33
0

0
33
0

33
0

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
費
補
助
金

目
 2
.

項
 1
.
国
庫
補
助
金

国
庫
支
出
金

款
 5
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

01-05share3
長方形



北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

33
0

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

33
0

33
0

33
0

33
0

54
7

33
0

87
7

22
5

33
0

55
5

22
5

33
0

55
5

一
般
管
理
費

目
 1
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

総
務
費

款
 1
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

01-05share3
長方形



同意第 ５ 号 

 

   鹿追町公平委員会委員の選任について 

 

 次の者を鹿追町公平委員会の委員に選任したいので、地方公務員法第９条の２ 

第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所     

 氏 名  福 井 博 幸 

       

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

提案理由 

 鹿追町公平委員会委員 福井博幸 氏の任期が令和７年９月３０日で満了になるこ

とによる。 



同意第 ６ 号 

 

   鹿追町教育委員会委員の任命について 

 

 次の者を鹿追町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所   

 氏 名  関   元 気 

       

 

 

令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

提案理由 

 鹿追町教育委員会委員 関 元気 氏の任期が令和７年１０月１日で満了になるこ

とによる。 



認定第 １ 号 

 

   令和６年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度鹿追町一般会計歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

 令和７年９月９日提出  

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 



認定第 ２ 号 

 

   令和６年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度鹿追町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



認定第 ３ 号 

 

   令和６年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度鹿追町介護保険特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 



認定第 ４ 号 

 

   令和６年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度鹿追町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。 

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



認定第 ５ 号 

 

   令和６年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度鹿追町国民健康

保険病院事業会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



認定第 ６ 号 

 

   令和６年度鹿追町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度鹿追町簡易水道

事業会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 



認定第 ７ 号 

 

   令和６年度鹿追町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度鹿追町下水道事

業会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和７年９月９日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 
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